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第 1章  試 験 の 目的        .

G 4 フ ァクシ ミリにつ いて は、国際電信電話諮問委員会 ( C C I T T ) に おいて標準化

作業が進 め られ、関連 の勧告が承認 されて い る。 また、国 内で は、 (社)電 信電話技術委

員会 ( T T C ) が 標準化 を行 い、国際勧告 に準拠 した標準が制定 されて いる。

上記標準等 に基 づ く製品が各 メーカか ら製造 ・販売 され る中で、各 ユ ーザの G 4フ ァク

シ ミリの利用 を 円滑 に促進す るためには、各製品間での相互接続性 の確保が必要不可欠 で

あ る。 しか しなが ら、特 に製品化 当初 にお いて は、標準 に準拠 し製造 されて いる製品 同士

で も、異 な るメーカ間での相互接続性が確保 されて いな い場合が あ り、相互接続試験 の実

施 による接続性 の確認が必要 とな る。

本資料 は、上記 の状況 の 中で、各 メーカの製造す る製品 間での必要 最低限の相互接続性

を確保す るために実施すべ き相互接続試験 の内容 。手順等 について規 定す る もので あ る。

本 資料 に基 づ く相互接続試験 の実施 によ り、各製品間の相互接続性 の確保が図 られ 、我

が国 におけ るG 4 フ ァク シ ミリの普及 に向 けた環境 の整備 が進展す る とともに、標準 自体

の実効性 も高 め られ、新 たな標準 を策定 して い く場合 の参考 と して活 用 され る。

第 2章  試 験 の対象

2 . 1  試験 の対象 とな る端末 ・システム

試験 の対象 とな る端末 ・システムは、

ケ ッ ト交換 モ ー ドで動作す るG 4フ ァク

I S D N の 回線交換モー ドまたはB チ ャネルのパ

シミリである。

2 . 2  試験 に利用す る網

試験 では、 N T T が 提 供す る I N S ネ ッ

回線交換 モ ー ドの試験 にお いて利用 す る

サ ー ビスであ る。 また、パ ケ ッ ト交換 モ ー

ネルバ ーチ ャル コール ( V C ) と す る。

卜6 4 を 使用す る。

サービスは、 6  4  k b i t / s 非制限ディジタル情報

ドの試験 において利用す るサービスは、 B チ ャ

- 1 -



第 3 章

G 4 フ

」T ― T

本資料が試験対象 とす る標準 の範囲

ァクシ ミリ相互接続試験 の標準 の範囲 は、図 3 . 1 に 示す とお りで あ る。但 し、

9 0 に 関 して は、第 2 版 に準拠 す る もの とす る。

T . 6

( M M R 符 号化方式 )

(

J T―T5 6 3

0 4 ファクシ ミリ端末特性 )

レイ ヤ 7

T.410シリーズ (ODA)/JT―T503(04ファクシミリ用DAP)

JT―T430シ リーズ(DTAM)/JT―T521(04フ ァクシミリ用CAP)

レイ ヤ 6 X . 2 0 8 / X . 2 0 9

( 抽象構文記法/ 基 本符号化規則)

レイ ヤ 5

(

T . 6 2

テ レ ックス と0 4 ファ ク シ ミ りのための制御手順 )

レイ ヤ4 T.70

( テ レマテ ィ ックサ ー ビスのための基本 トラ ンスポー トサ ー ビス)

レイ ヤ 3

レイ ヤ 2

レイ ヤ 1

」T―T 9 0 ( 補 遺 を含 む)

( I S D N にお けるテ レマテ ィ ックサ ー ビスのための端末特性 とプ ロ トコル)

」T―Q931

ISO/1EC8208

(」S-8208)

T.70NL

」T―〕( 2 5  P L P

( 注1 )

」T―Q921 ISO/1EC7776

(JT/X75 LAP3)

JT―X25 LAPB

Dチャネル 3チャネル回線交換 モード Bチャネルノ1ケット交換モード

JT-1430

( 注 1)」 T―X31ケ ー スBに よ る。

図 3 . 1 試験対象 とす る標準 の範囲
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第 4章 試 験の前提条件

4 . 1  試験対象以外に準拠すべき標準の範囲

試験環境として、試験対象以外に準拠すべき標準を以下に示す。

① J T― 1 4 1 l  I S D Nユ ーザ ・網インタフェース規定点および

インタフェース構造

② 」T― 1 4 3 0  1 S D N基 本ユーザ ・網インタフェース第 1層仕様

③ 」T― Q 9 2 0  1 S D N基 本ユーザ ・網インタフェース第 2層概要

④ 」T― Q 9 2 1  1 S D N基 本ユーザ ・網インタフェース第 2層仕様

⑤ 」T― Q 9 3 0  1 S D N基 本ユーザ ・網インタフェース第 3層概要

⑥ 」T― Q 9 3 1  1 S D N基 本ユーザ ・網インタフェース第 3層仕様

4 . 2  事 前確認事項

相互接続試験 を 円滑 に実施可能 とす るため、相互接続試験 の参加希望者 は、事前の十分

な試験 を完了 して い る もの とす る。事前試験 と して は、相互接続試験 を行 う機器 の使用環

境 を整えた うえで、

一関連す るT T C 標 準、 C C I T T 勧 告、 I S O 標 準 に基 づ くプ ロ トコルの検証試験

― システム全体 の機能確認試験

―相互接続試験 を行 うのに十分 な システム と しての信頼性 の確認試験

等 が完全 に実施 され る もの とす る。

事前 の十分 な試験が実施 されたか否か につ いて は、実施者 自身 の責任 に基 づ く判定 によ

る もの とす る。

以下 に、事前 に確認 を要す る項 目を更 に詳述 す る。

4 2 . 1  プ ロフ ァイ ル チ ェ ック

G 4 フ ァク シ ミリの下 位 層 プ ロ フ ァイル ( レ イ ヤ 1 ～ 3 ) は 、 試 験 を行 う G 4 フ ァ ク シ

ミ リが 、 回線 交換 モ ー ドあ るいはパ ケ ッ ト交 換 モ ー ドの いず れ で動 作 す るか に よ って異 な

る。上 位層 プ ロフ ァイ ル ( レイヤ 4 ～ 6 ) は 、 用 い る交換 モ ー ドの相 違 に よ らず共 通 とな

る。

- 3 -



4 . 2 . 2  社内での確認

相互接続試験 に参加す る端末 は、 I N S ネ ッ ト6 4 に 接続す る以前 に、被試験端末相互

間 も しくは、既 に合格 した端末 との接続 で、以下 の項 目が正常動作す る ことを確認す るこ

と。

・I N S ネ ッ ト6 4同 等 の私設 交換網 、 または疑似交換装 置等 を介 した 6章 に示 され る試

験項 目

4 . 2 . 3  網 一端末 間接続機能確認

相互接続試験 で は、接続 I S D N と して N T T が 提供す る I N S ネ ッ ト6 4を 使用す る

こととす る。本節で は、 I N S ネ ッ ト6 4へ 接続す るための条件 につ いて示す。なお、詳

細 な条件 につ いて は、関連 す る下記 の技術参考 資料 を参照 の こと。

技術参考 資料  I N S ネ ッ トサ ー ビスのイ ンタフェース

第 1分 冊  「 概要編 」

第 2分 冊  「 レイヤ 1、 レイヤ 2  編 」

第 3分 冊  「 レイヤ 3回 線交換 編 」

第 4分 冊  「 レイヤ 3回 線交換付加 サ ー ビス 編 」

第 5分 冊  「 パ ケ ッ ト交換  編 」

4 . 2 . 3 . 1  ユーザ ・網 イ ンタフ ェース規定点

ユ ーザ ・網 イ ンタフェース規定点 は、図 4 . 1 に 示す参 照点 T で あ る。 T 点 の物理 的位

置 は、デ ィジタル回線接続装置 ( N C T E ) の 端末装置側 を接続す るネ ジ止 め部分 で あ る。

- 4 -



:参 照点

N T l

N T 2

T E l

T E 2

T A

:機 能群

端末 アダプタ

図 4 . 1  ユ ーザ ・網 イ ンタフェース規定点

4 . 2 . 3 . 2  回線交換サ ー ビス

G 4 フ ァクシ ミリ相互接続試験 で利用す る I N S ネ ッ ト6 4 ・ 回線交換 サ ー ビスの伝達能 力を表

4 . 1 に 示す。

表 4.1 伝達能 力

網終端装置 1 ( N C T E )

網終端装置 2

端末装置 1

端 末装置 2 ( 既 存端末装置 )

要 素 内 容

情報転送能力 非 制限 デ ィジタル情報

転 送 モ ー ド 回線交換

情報転送速度 64kbit/s
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4 . 2 . 3 . 3  パケ ッ ト交換 サ ー ビス

( 1 ) サ ー ビス項 目

I N S ネ ッ ト6 4 ・ パ ケ ッ ト交換 サ ー ビスは、 T T C 標 準 J T ― X 3 1 に お け るケ ース B に 対応

し、 B チ ャネル によるパ ケ ッ ト通信が可能 で あ る。

G 4 フ ァクシ ミリ相互接続試験で利用す る I N S ネ ッ ト6 4 ・ パ ケ ッ ト交換サ ー ビスの伝達能力

を表 4 . 2 に 示す。

表 4 . 2  伝 達能 力

( 2 ) ファシリティ項 目

G 4 フ ァクシミリ相互接続試験で利用す る I N S ネ ッ ト6 4 ・ パケ ッ ト交換サー ビスにおける

ファシリティ項 目を下記 に示す。

①  フ ロー制御パラメータネゴシエーシ ョン

( 3 ) 使 用形態

G 4 フ ァクシ ミリ相互接続試験で使用す る I N S ネ ッ ト6 4 ・ パ ケ ッ ト交換 サ ー ビスにお け る使

用形態 を表 4 . 3 に 示す 。 なお、指定 クラスにおけ る P V C ( パ ーマネ ン ト・バ ーチ ャル ・サー

キ ッ ト) は 使用 しない。

要 素 内 容

情報転送能力 非制限デ ィ ジタル情報

転送 モ ー ド パ ケ ッ ト交換

レイヤ 2 プ ロ トコル T T C標 準 J T―X 2 5リンク レイヤ

レイ ヤ 3 プ ロ トコル T T C標 準 J T―X 2 5パケ ッ トレイヤ

- 6 -



表 4 . 3  Bチ ャネルパケ ッ トの使用形態

サービスクラス 接続形態 VC/PVC 備 考

任意 クラス 一般接続 V C 各 B チ ャネルのサービス条件は同一

該 B チ ャネルの回線交換モー ドとの共用が可能

指定 クラス 一般接続 V C 各 Bチ ャネルのサ ー ビス条件 は個別設定可能

該 Bチ ャネルの回線 交換 モ ー ドとの共用が可能

指定 クラス 固定接続 V C 各 Bチ ャネルのサ ー ビス条件 は個別指定可能

該 Bチ ャネルは、パ ケ ッ ト交換 モ ー ドに固定

4 . 2 . 3 . 4  ユーザ ・網 イ ンタフェース条件 の概要

I N S ネ ッ ト6 4 の ユ ーザ ・網 イ ンタフ ェースの プロ トコル構成 を図 4 . 2 に 示す 。

図 4 . 2  1 N S ネ ッ ト6 4の ユ ーザ ・網 イ ンタフェースのプ ロ トコル構成

ネ ットワーク 」T― Q931 」T ― X 2 5  P L P

デ ー タ リンク JT― Q921 」T ― X 2 5  L A P B

」T ― 1 4 3 0

適用対象 呼制御信号 パ ケ ッ ト交換

Dチ ャネル Bチ ャネル
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第 5章  試 験環境

5 . 1  試験 の形態

5 . 1 . 1  構成 図

試験 を行 う環境 と して は、回線交換 モー ド及 び Bチ ャネルパ ケ ッ ト交換 モ ー ドにつ いて、図 5 .

1 の よ うに N T T の I N S ネ ッ ト6 4が 用 い られ る。

(注) I N S回 線 は試験 を行 う各社 内 に引 き込 む こと。

図 5。 1  試 験形 態

5 . 1 . 2  試験切 り分 け点 の規定

試験切 り分 け点 は、 I S D N サ ー ビスが提供す るT 点 と し、試験 で は T 点 にお いて I S D N 対 応

G 4 フ ァクシ ミリクラス 1 の プ ロ トコルが正 しく実行 され るかを検証 す る。

5 . 1 . 3  試験 の分類

試験 は、国内間での相互接続 に使用す るG 4フ ァク シ ミリクラス 1装 置 にお いて、以下の よ うに

分類 す る。

① I N S ネ ッ ト6 4  回 線交換 モー ド

② I N S ネ ッ ト6 4  パ ケ ッ ト交換 モ ー ド

但 し、パ ケ ッ ト交換 につ いて は、利用す るパ ケ ッ トサ ー ビスは Bチ ャネルバ ーチ ャル コール とす

る。

INSネット64

B 社 内

G 4 フ ァクシミリ

A 社 内

G 4 フ ァクシミリ
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5 . 2  試験 のための設定すべ き条件

T T C 標 準 J T ― T 9 0 及 び 」T ― T 9 o 補 遺 に基づ き、設定 すべ き条件 を以下 に示す。

5 . 2 . 1  回線交換 モ ー ド

項 目 条 件

Ｄ

チ

ヤ
ネ

ル

レ

イ

ヤ

３

L L Cネゴシェーション

(アウトバンド・ネゴシェーション)
未使用

Ｂ

　

チ
　
　
ヤ
　

不ヽ

ル

レ

イ

ヤ

　

２

モ ジュロ 8を 基本 とす る

kバラメータ値

ルメータネゴシェーションの為の

X I D フレーム
発呼端末 は送 出 しな い

レ

イ

ヤ

3

モ ジュ ロ 発呼時 レイヤ 2 の モジュロとして 8 が 使用
された場合、 レイヤ 3 の モジュロも8 を 使
用する。

発呼D T E アドレス/ 着 呼D T B

アドレス
設定 しない場合 は、 ア ドレス長 を

" 0 "

に設定す る。

設定 す る場合 はその 内容 は端末 に依存 す る

リンク確立 直後のリスタート要求
バケット及 び発呼要求バケット

発 呼側端末か らのみ送 出 し、着 呼側端末か

らは送 出 しない。

バケットサイズとウインFウサイズ フ ロー制御パ ラメー タネ ゴシェー シ ョン機

能 を もつ ことは必 須 であ り、かつ レイヤ 3

接 続 時 に このネ ゴ シェー シ ョンを実行 しな

ければ な らない。

ネ ゴ シェー シ ョン可能 なパ ケ ッ トサイズは

128,256,512,1024,2048,ウイ ン ドウサイズ

は ノーマルモー ドで は 2～ 7、 拡張モ ー ド

で は 2～ 127で あ る。
JT― T90(第 1版 )に 基づ くG4フ ァ
ク シ ミリとの適切 な接続 の為 にはパ ケ ッ ト
サ イズは 256以 上 を使用す る。

論理 チ ャネル 発呼側は論理チャネル識別子
" 1 " を

使用
す る。

オンラインファシリティ登録 発呼側 で は使用 しな い。

O S I  N S の最小限の要求項 目と

してJ T ―T 9 0 で規定す る 8 個 の
ユーザファクシリティ

発呼側で は使用 しない。
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5 . 2 . 2  パケ ッ ト交換 モー ド ( Bチ ャネル)

各

種

機

育旨

禾ll

用

選

択

項 目 条 件

スループ ットクラスネゴシェーシ ョン 利用 しない

フロー制 御 パ ラ メー タ

不 ゴ シ ェー シ ョン

ウイ ン ドウサイズ 利 用す る

パ ケ ッ トサ イ ズ 利用 す る

ファス トセ レク ト機能 利 用 しな い

付

加

機

能

着信課金受付 利用 しない

グループ形 閉域接続 利用 しない

代表選択 利用 しない

Ｂ

　

チ
　
　
ヤ
　

不ヽ

　

ル

利用 B チ ャネル種別 いずれでも可

指定 B チ ャネル

任意 B チ ャネル

指定 Bチ ャネルの接続種別 いずれで も可

一般接続 (回線交換 との併用可 )

固定接続 (回線交換 との併用不可 )

付

力日

機

育ヒ

パ ケ ッ ト多重機能 利用 しない

発信専用 利 用 しない

着信専用 利用 しない

相手 固定接続 ( P V C ) 利用 しな い  ( V C を 利用す る)

最 大 パ ケ ッ トサ イ ズ 2 0 4 8

デ フ ォル トスル ー プ ッ トクラ ス 9 6 0 0

D ビ ッ ト修飾 利 用 しな い
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第 6章  試 験項 目

相互接続試験 に参加す るメーカ間で、各 メーカが所有 す る端末相互 に接続 お よび原稿 の送受信が

正常 に行われ る ことを確認す る。

6 . 1  試験 の方法

6 . 1 . 1  試験の組 み合わせ

試験 の組 み合 わせ は、基本的 に相互接続試験 に応募 した全 メーカの総 当た り方式 とす る。

6 . 1 . 2  試験構成 図

以下の構成で相互接続試験 を行 う。

( 注) I N S 回 線 は試験 を行 う各社 内に引 き込 む こと。

図6 . 1  試験構成図

6 . 2  必 須試験項 目

必須 の試験項 目は、以下の通 り

① A 4判 原稿 1枚 を画素伝送密度

② A 4判 原稿 3枚 を画素伝送 密度

(注)原 稿 サイズ

。上記 A 4 判 は、 I S O  A 4 と

で あ る。

2 0 0 × 2 0 0 画 素 / 2 5

2 0 0 × 2 0 0 画 素 / 2 5

す る。

.  4

.  4

m m で 送受 信

m m で 送受信

A 社 内

G 4 7 7 クシミリ INSネット64

B 社 内

G 4 フ ァクシミリ
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6 . 3  オ プ シ ョン試験項 目

オ プ シ ョンの試験項 目は、以下 の とお りで あ る。

① A 4判 原稿 1枚 を画素伝送密度 3 0 0× 3 0 0画 素/ 2 5 . 4 m mで 送受信

(必須ページフォーマ ッ トのオプシ ョン画素伝送密度による通信)

② A 4判 原稿 1枚 を画素伝送密度 4 0 0× 4 0 0画 素/ 2 5 . 4 m mで 送受信

(必須ページフォーマ ッ トのオプシ ョン画素伝送密度による通信)

③ B 4判 原稿 1枚 を画素伝送密度 2 0 0× 2 0 0画 素/ 2 5 . 4 m mで 送受信

(オプシ ョンページフォーマ ットの必須画素伝送密度による通信)

④ A 3判 原稿 1枚 を画素伝送密度 2 0 0× 2 0 0画 素/ 2 5 . 4 m mで 送受信

(オプシ ョンページフォーマ ットの必須画素伝送密度による通信)

(注)原 稿サイズ

。上記 A 4判 は、 I S O  A 4と す る。

・上記A 3判 は、 I S O  A 3と する。

・上記 B 4 判 は、 」 I S  B 4 と する。

6 . 4  異常系試験に対す る考え方

異常系試験 として下記の条件が考え られる、

①通信中のオペ レータによる中断操作

②通信中の装置異常 ( 送信原稿 ジャム、プ リンタ異常、受信メモ リオーバなど)

③通信中の電源断または回線断 ( 瞬断を含む)

これ ら異常状態に対 して処理手順が明確であるもの もあるが、メーカマターとして規定が されて

いないもの もある。このため、これ ら異常系試験は本相互接続試験の対象外 とし、試験方法 。合否

判定は特に定めない。
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第 7章  総 合的 な合格判定基準 ・本資料 に基づ く同一試験 の取 り扱 い

7 . 1  総合的な合格判定基準

T T C標 準の必須機能 (解像度 2 0 0× 2 0 0画 素/ 2 5 . 4 m m 、 A 4判 原稿)に よる原稿 1

枚送受信及び 3枚 連続送受信が正常に行われた場合に合格 とす る。

但 し画品質に関 しては合否判定基準に含めず、受信側で画像の乱れがな く印刷 されたことを確認

できたことで合格 とす る。

7 . 2  本 資料 に基づ く同一試験 の取 り扱 い

7 . 2 . 1  試験実施 フェーズの異 な る端末 ・システ ム間の相互接続性 に対す る考 え方

試験実施 フェーズの異 な る端末 ・システム間の相互接続性 は、前試験 まで に相互接続性 の確認 さ

れた 1以 上 の端末 ・システム との相互接続性 の確認 によ り確認 され る。

7 . 2 . 2  バー ジ ョンア ップ製品 に対 す る試験 の考 え方

バ ー ジ ョンア ップ製品の相互接続性 は、既試験 で相互接続性 の確認 され た 1 以 上 の端末 ・システ

ム との相互接続性 の確認 によ り確認 され る。
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